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抄　　録

その導入に当たり科学的根拠が希薄と指摘されていたストレスチェックは、多くの対象事業場が3
クール目にはいり、少しずつ知見が集積してきた。職業性ストレス簡易調査票によって、メンタルヘ
ルス不調が一定の割合で抽出される可能性がある。また、職業性ストレス簡易調査票は、メンタルヘ
ルス不調を多く含む長期休業を予測することが示されており、そのインパクト（集団寄与危険割合）
は、ストレスチェックで評価される高ストレス状態にアプローチすることを合理化できる。ただし、
対象とされるメンタルヘルス不調の頻度と、十分に事後措置が行われていない現状では二次予防的な
アプローチの効果は限定的である。一方で、職場環境改善によるストレス軽減策は科学的根拠が蓄積
しており、ストレスチェック制度の有効性を向上させる方策として期待されるが、現場における実務
は浸透していない。今後、集団分析を用いた職場環境改善の手法の開発・改良を進めて、現場で実施
が可能となるような知見を蓄積していく必要がある。

はじめに
2015年12月に施行されたストレスチェックは、その効果を含めた科学的根拠が希薄であることが課

題とされていた（Kawakami and Tsutsumi, 2016）。ストレスチェック制度に求められる科学的根拠に
は、高ストレス状態を把握する調査票のスクリーニングパフォーマンスと予測妥当性、ストレス調査
結果のフィードバックの効果、集団分析を基にした職場環境改善の効果などが含まれる。本稿では、
ストレスチェックの位置づけを確認した後、これまでに確認されているストレスチェック制度関連の
科学的根拠を基に、ストレスチェック制度の効果的な運用について考察する。

本論文の内容は第21回日本精神保健・予防学会学術集会で特別企画講演として発表したものを中心にまとめた。
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1．職場のメンタルヘルス対策の中でのストレスチェックの位置づけ
職場のメンタルヘルス対策の概要を予防の水準別に述べると、表1の左段にあるような従業員教

育、管理監督者教育、職場環境改善を主方策とする一次予防、メンタルヘルス不調のスクリーニングを
代表的な方策とする二次予防、復職支援や再発防止を行う三次予防に分類される。周知のごとく、ス
トレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、すなわち、一次予防を主目的とし、
労働者のストレスの気づきと対処の支援、職場環境改善を具体的な方策とする。一方で、高ストレス
者として抽出される労働者の中には、専門的なケアが必要な労働者が含まれ、適切に対応されるべき
であるので、二次予防的な方策が副次的な目的として含まれることになる。ストレスチェック制度
は、厚生労働省が示す労働者の心の健康の保持増進のための指針が謳う4つのケア（図1）のうち、労働
者によるストレスへの気づきとストレスへの対処等のセルフケア、管理監督者による職場環境等の改
善と個別の相談対応のラインによるケアおよび、産業医、衛生管理者等による職場環境等の評価と改
善と個別の相談対応や紹介といった事業場内産業保健スタッフ等によるケアの一部（図1中、赤字で示
す）を具現化するツールといえる。

表１　職場のメンタルヘルス対策の中でのストレスチェックの位置づけ

図１　労働者の心の健康の保持増進のための指針
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2．職業性ストレス簡易調査票の妥当性
1）職業性ストレス簡易調査票のスクリーニングパフォーマンス

職業性ストレス簡易調査票は、平成7～11年度労働省「作業関連疾患の予防に関する研究班」ストレ
ス測定研究グループによって開発された調査票で、計57項目からなり、回答時間10分程度とされる。
職場においてストレス対策を実施するのに必要な、心理的な負担の原因、心身の自覚症状および修飾
要因を含み、各尺度の信頼性が確認されている。全項目のうち12項目を用いた仕事のストレス判定図
により，職場の「ストレス度」を健康リスクとして表現できることは、この調査票を使用するメリット
といえる（表2）。

厚生労働省が示すマニュアルでは、①「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点
数の合計が高い者と、②「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定
以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場
における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者の組
合せで、高ストレス者を抽出することが推奨されている（図2; 厚生労働省, 2015）。

表2　職業性ストレス簡易調査票

性別・年齢構成を考慮して抽出した労働者（1650人；男女同数；平均年齢44歳）において、K6得点13
点以上（2次検査等に割くリソースが少ない折に、severe mental illnessをスクリーニングするクライ
テリアとして推奨されている得点; Sakurai et al., 2011）をアウトカムとして、職業性ストレス簡易調
査票（57項目）で推奨されているカットオフポイントのスクリーニング指標を算出した（Tsutsumi et 
al., 2017）。職業性ストレス調査票で抽出された高ストレス者は全体の16.7%であった。K6得点13点
以上は全体の13%で、K6得点13点以上の労働者の60.5%がマニュアルで推奨される高ストレス者の
中に含まれていた。K6得点13点以上をアウトカムと想定したときの、職業性ストレス簡易調査票の
スクリーニングパフォーマンス指標は、感度60.5%、特異度88.9%、陽性反応的中度47.3%、陽性尤度比
6.0であった。本研究では、厚生労働省が示す他の調査票（簡略版）やカットオフポイントの算出方法、
または、他のいくつかのカットオフポイントでもシミュレーションを行い、スクリーニング指標を推
計したが、厚生労働省が示すカットオフポイントは、他のものと比べて劣るものではなかった。
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2）予測妥当性
ストレスチェックを受検した大手金融業の男性7341人、女性7345人を1年間追跡し、高ストレス者

が1か月以上の休業を発症するリスクを検証した。男性411人（5.6%）、女性1105人（15%）が高ストレ
ス者と判定された。ストレスチェック後12か月の間に、男性の高ストレス者からは9名、それ以外の
労働者からは25名が一か月以上の休業に入り、年齢、職種、職位を調整したハザード比は6.6（3.0-14.3）
で、統計学的に有意に休業のリスクが増加していた。一方、女性では、高ストレス者から12名、それ以
外の労働者から23名の休業が発生し、調整後ハザード比は2.8（1.3-5.8）で、やはり統計学的に有意にリ
スク上昇が観察された。この解析では、高ストレスの集団寄与危険割合が高ストレスのインパクトを
推計するために算出された。男性では24%、女性では21%と推計された（Tsutsumi et al., 2018）。
3）定期的な検査と従業員への結果のフィードバックで従業員のメンタルヘルス不調のリスクが低下す

るのか
ストレスチェック制度そのものの枠組みの中で、標記のスタディクエスチョンは未検討であるが、

ストレス調査結果を郵送でフィードバックしても効果がないことは、わが国の労働者を対象とした無
作為化比較試験で示されている（Kawakami et al., 1999）。Kawakamiら（1999）は、職場のストレス検
査でGeneral Health Questionnaire （GHQ）得点が３点以上であった労働者を、介入群（81名）と対照群

（77名）に無作為に割り付け、介入群に対して、GHQの得点、保健行動のアドバイス、ストレスを減弱
するための行動を記したものを郵送した。1年後の調査で、GHQ得点に介入効果は認められなかった。
4）高ストレス者をスクリーニングし、彼らに医師との面接の機会を与えることでメンタルヘルスの課

題が改善するのか
このスタディクエスチョンについても、ストレスチェック制度下での直接のエビデンスはないが、

電話による抑うつのスクリーニング後に治療的介入を行った効果が報告されている。604人の従業員
を無作為に介入群と対照群に割り付け、電話によるアウトリーチでスクリーニングとその後の事後措
置がなされ、6ヶ月および12か月後の抑うつの重症度と仕事のパフォーマンスが、二重盲検法で評価
された。介入対象には、心理療法もしくは抗うつ剤による外来治療が勧められ、治療の質もモニター
された。外来治療を受けたがらない対象者には、電話による認知行動療法が実施された。介入群は、
対照群に比して、抑うつの重症度が有意に低く、長く職にとどまっていた（Wang et al., 2007）。

3．二次予防的方策の限界
厚生労働省が推奨するカットオフポイントで、職業性ストレス簡易調査票を使用した場合、K6得点

13点以上を拾い上げる確率を13%（事前確率）から47%（事後確率）に引き上げ、尤度比6を有し事後確
率を中等度上昇させる有益なツールであると考えられる。さらに、高ストレス者として把握される労
働者は男女ともに、その後一か月以上の休業を発症するリスクが統計学的に有意に上昇し、高ストレ
スが休業に与えるインパクト（集団寄与危険割合）は20%強であることが示された。一方で、制度とし
てストレスチェックの結果は、労働者にフィードバックはされているものの、医師による面接の利用
度は低い。

ストレスチェック制度の二次予防的方策を検証するにあたっては、職場におけるメンタルヘルス不
調の推定頻度から推定される職業性ストレス簡易調査票のスクリーニング効率、うつ病等のスクリー
ニング効果に関するエビデンスを考慮する必要がある。

スクリーニング効率の視点からは、まず、必ずしも有病率が高くない集団への検査の陽性反応的中
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度は低いことを念頭に置かなければならない。統合失調症以外の精神障害で、気分障害、不安障害、物
質関連障害等の頻度の高い障害を総称する common mental disordersの12か月有病率は全体では9.1
％と推計されており（Tsuchiya et al., 2012）、ストレスチェック実施時に検討対象となるメンタルヘル
ス不調の時点有病率はこの数字より低いと想定される。この数字に、発達障害やパーソナリティ障害
は含まれていないが、一般の職場に適応が困難なこれら障害の有病率は一般より低いと見積もられ、
かつ、ストレスチェックとは別に事例化し、同定されている可能性もある。Tsutsumiら（2017）の検討
では、K6自体がスクリーニングツールであることから、ストレスチェック制度で高ストレス者として
抽出するもののうち、専門家への紹介が必要な者は、その高々半数未満であることが評価される。

うつ病等のメンタルヘルス不調をアウトカムとした二次予防の効果はエビデンスが少ない。ポジテ
ィブな結果を得た報告も、電話でのスクリーニングの後に、訓練されたソーシャルワーカーや他のエ
キスパートによるインテンシブなケアが行われ、ようやく効果が見られたとされるものであった

（Wang et al., 2007）。米国予防医療専門委員会は、プライマリケアの患者においてうつ病をスクリー
ニングする標準的な調査票の使用の可否について十分なエビデンスがないとして、事後措置が十分で
ない限り、うつ病などのスクリーニングは推奨していない（US Preventive Task Force, 2002）。スト
レスチェック施行後のわが国の実績を振り返ってみると（厚生労働省 平成29年7月）、ストレスチェッ
クを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合はわずかに0.6％であった。医師
面接を含め事後措置が十分に行われていない現状では、二次予防的なアプローチの効果は極めて限定
的であることを認識する必要がある。

図2　高ストレス者選定のイメージ

4．職場環境改善
組織レベルのストレス対策（職場環境等の改善）の科学的根拠は、古くから集積している。最近で

は、職場環境改善が労働者の心理社会的要因やメンタルヘルスに影響する研究について、複数のシス
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テマティックレビューが報告されるようになった。
Lamontagneら（2007）は、系統的に抽出した90の研究を精査し、予防に関する組織的なアプローチ

をとる研究と報告が増加しているとしている。Eganら（2007）は、18の研究をレビューし、対照群を設
定した12の研究のうち、８つの研究で明らかに健康指標が改善していることを見出している。一方
で、経営合理化などの状況下での効果は限定的であったことも指摘している。

わが国でも、職場のストレス判定に基づいて実施した職場環境改善が、従業員のメンタルヘルスに
好ましい影響を与えたことを示す比較対照研究がある。Kobayasshiら（2008）は、大手製造業の技術・
事務・研究開発部門のホワイトカラーの女性従業員において、介入群は、技術の活用度、上司と同僚の
サポート、心身の訴え、職務満足感が良好に変化し、改善効果は、職場環境改善活動への参加率が50%
以上の部署でより顕著であった。Tsutsumiら（2009）が実施したクラスター無作為化比較試験では、
製造業のラインを対象として、仕事のストレス判定図とメンタルヘルスアクションチェックリストを
用いた労働者参加型の職場環境改善の結果、対照群で精神的健康度と職場の生産性の指標が増悪した
一方で、介入群では、これらの指標が改善もしくは悪化を免れていた。

実際のストレスチェックでは、2,492人の労働者を対象とした後ろ向きコホート研究で、効果量は大
きくはないものの、ストレスチェックとともに心理社会的な職場環境の改善を経験した職場の労働者
で心理的な苦痛が、統計学的に有意に改善していた（Imamura et al., 2018）。

さらに、職場におけるメンタルヘルスの第一次予防対策に関する費用便益分析では、従業員の疾病
休業および労働生産性をアウトカムとした介入研究において費用便益分析を実施し、投資に見合う便
益があることが報告されている（吉村ら, 2013）。

5．ストレスチェック制度の効果的な運用に向けて―エビデンスギャップとその解決のヒント
ストレスチェック制度における二次予防的運用のエビデンスは確立しておらず、限界を認識して対

応することが安全である。一方で、職場環境改善の効果についてはエビデンスがあり、集団分析を基
に職場環境改善を進めていくことが望まれる。

ストレスチェック制度における集団分析を基に、職場のストレス要因を把握し、介入していくプロ
セスの原則は受け入れられているものの、解決策は職場に固有のものがあり一般化できていないた
め、実際に実施することが困難であることが指摘されている（堤, 2017）。ストレスチェック制度の集
団分析を基にして、職場の環境改善を始める際に躓きやすいポイントについてまとめてみた（表3）。

表3　ストレス調査に基づいた職場環境改善を開始する際につまづきやすい事項
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1）抽象的な仕事のストレス判定図の結果から、現場特有のストレス要因を抽出する必要がある
職場のストレス診断については、「仕事のストレス判定図」が汎用されるようになった（厚生労働省, 

2015）。実施者はツールの使い方を学ぶ必要がある。この判定図であらわされる指標（仕事の要求度、
コントロール、サポート）は抽象的なもので、それぞれの指標の得点が、その職場のどのような状況に
よって発生しているのか、具体的な要因を探索することにより、実際の職場環境改善が可能になる。
さらに、仕事のストレス判定図を構成する要素以外の要因もあること、物理的要因、化学的要因、生物
学的要因もハザードになることに留意し、広く、介入可能なストレス要因を探るようにする。個々の
要因の把握については、労働者から情報を得るのが有用なことが多い。
2）何に手をつけたらよいのか

具体的な改善項目については、他の職場で行われた事例を参考にするとよい。そのためには、メン
タルヘルス対策に効果のあった好事例を収集して整理した職場環境改善のためのメンタルヘルスアク
ションチェックリスト（吉川ら, 2007）等が参考になる。
3）職場環境改善を進める主体

職場環境改善を主体となって進めていく役割は、その事業場の文化（準備性）と成熟度によって異な
る。大きく分けて、産業保健スタッフ（含む心理職）主導型、上司等職場の責任者主導型、労働者参加型
があり、一般に、後者ほど、学習した組織が取り得るオプションと思われる。労働者参加型の職場環境
改善が勧められているが（Tsutsumi and Shimazu, 2016）、個々の事業場の状態に応じて選択してかま
わない。職場環境改善活動に慣れてきたら、主体を変更していくことも可能である。
4）どこまでやるのか

職場環境改善活動を開始するにあたっては、その組織の準備性をできるだけ高めたい。そのために
は、研修や教育を行い、参加率を高める工夫をする（Kobayashi et al., 2008）。実際に介入をするかどう
かは、ストレス要因（ハザード）によるリスクの大きさを評価し、優先順位を設定するようにするとよ
い（堤 小田切, 2016）。繁忙期や業績の悪化時など、一定の条件下ではスキップすることもあってよい

（Egan et al., 2007）。

おわりに
職業性ストレス簡易調査票によって、メンタルヘルス不調が一定の割合で抽出される可能性があ

る。ただし、専門的なケアを必要とする労働者の頻度を考慮した際のスクリーニングの効率と、先行
研究による二次予防的なアプローチの効果の限界を認識したうえで対応する必要がある。医師による
面接では、専門的ケアの必要性の評価だけでなく、一次予防的な働きかけの参考となる職場のストレ
ス要因等の聴取が求められる。職業性ストレス簡易調査票は、メンタルヘルス不調を多く含む長期休
業を予測することが示されている。その集団寄与危険割合は20%強であり、メンタルヘルス不調によ
る休業予防のために、厚生労働省が推奨するカットオフポイントを用いて、職業性ストレス簡易調査
票の結果を用いて高ストレス状態にアプローチする価値がある。エビデンスが蓄積している職場環境
改善（一次予防）は、ストレスチェック制度の有効性を向上させる方策であるが、今後、集団分析を用い
た職場環境改善の手法の開発・改良を進めて、現場で実施可能となるような知見を蓄積していく必要
がある。
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